
古民家等活用セミナーを
開催します！歴史的資源を活用した湯浅町・広川町

における観光まちづくりについて

本町では、古民家等を活用した地域活性化に向けた取り組みを推進しており、一昨年度古民家活用実施方
針を策定しました。
この方針に基づき、古民家等を活用したまちづくりを進めていくため、下記日程で古民家等活用セミナーを実
施します。
古民家を持っている方、古民家活用に興味のある方は、ぜひご参加ください。

５月２４日㊋
１５：００～１６：３０

湯浅えき蔵 ３階 地域交流センター

先着50名　※１部・２部それぞれ

東京・海外でのIT企業等を経験したのち、故郷である
丹波篠山を拠点に、兵庫県内を中心に古民家再生
に取り組む一般社団法人ノオトの立上げにかかわる。
2016年秋には、国家戦略特区の認定事業として、
複数の古民家のフロントを一元管理する「篠山城下
町ホテルNIPPONIA（ニッポニア）」を開業させ、約
150棟以上もの古民家再生・活用を手掛けてきた。

仲介・開発・リーシングから不動産投資等、不動産及
び建築系の業務及び財務経理・法務を経験後、古民
家を活用した地域活性化事業に参画。
和歌山県内では、串本にて自治体・銀行と協働して
域内に点在する古民家を活用し、宿泊施設やレス
トラン・カフェの開発及び運営に従事している。また、
プロデュースとして、南海高野線の九度山駅・高野下
駅をそれぞれ物販施設・宿泊施設とするコンバージョ
ン（再利用）を手掛けてきた。
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湯浅町、広川町、株式会社紀陽銀行、一般社団法人ノオト、株式会社つぎと

政策企画課　政策企画係（１５番窓口）　☎６３-２５５２

主　　　催

問い合わせ

参加費
無料

日 時

場 所

定員

第 １ 部

第 2 部

「全国の古民家活用の事例について」
一般社団法人ノオト　代表理事　藤原 岳史 氏

「古民家活用実施方針及び旧駅舎をはじめとする古民家等を活用したまちづくりについて」
株式会社つぎと　取締役　内田 一平 氏

１９：００～２０：３０ ※講師及び内容については、第１部と同じです。

6令和４年５月
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重要伝統的建造物群保存地区を中心に、

観光まち歩きガイドとして

一緒に観光を盛り上げていく

活動をしてくださる方を募集します。

町の歴史やガイド活動に興味のある方の

応募をお待ちしております！
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マイナンバーカード
出張申請受付を行います

住民生活課住民係（３・４番窓口）　☎64-1102問

マイナンバーカードの申請受付を下記の施設で行います。
当日はカード用の写真も無料で撮影します。
希望される方は、当日の３日前までに電話で予約をしてください。

■観光交流センター 14：00 ～ 16：00
　（湯浅えき蔵１階）

■総合センター 14：00 ～ 16：00

5月13日㊎・6月10日㊎・7月8日㊎

5月27日㊎・6月24日㊎・7月22日㊎ 住民生活課 住民係　☎６４－１１０２

申請時に必要なもの

予約電話番号

・本人確認資料（免許証・保険証など）
・通知カード

役場では予約なしで、いつでも申請を受付けています。
写真撮影サービスも行っています！

係　☎６

7 令和４年５月


